
別紙４ 

新旧対照表 

【原産地規則解釈例規の制定について（平成 26年６月 13日財関第 598号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 

 1  

改正後 改正前 

（関係協定等の略称） 

この通達における関係協定及びその略称は、それぞれ次による。 

⑴～⒃ （省略） 

⒄「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・CPTPP 

⒅～(21) （省略） 

 

第２章（第11部関連） 

 

１．第61類から63類 衣類における「関税分類を決定する構成部分」の解

釈について 

 

（省略） 

 

【対象となる協定等】 

シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協

定、インドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン

協定、ベトナム協定、ペルー協定、CPTPP、英国協定 

 

２～６ （省略） 

（関係協定等の略称） 

この通達における関係協定及びその略称は、それぞれ次による。 

⑴～⒃ （同左） 

⒄「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TPP11協定 

⒅～(21) （同左） 

 

第２章（第11部関連） 

 

１．第61類から63類 衣類における「関税分類を決定する構成部分」の解

釈について 

 

（同左） 

 

【対象となる協定等】 

シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協

定、インドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン

協定、ベトナム協定、ペルー協定、TPP11協定、英国協定 

 

２～６ （同左） 

 


